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広
報
は
や
ま
1
月
号

　

税
務
署
窓
口
で
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受

付
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税

　

二
月
十
六
日（
月
）〜
三
月
十
五
日（
月
）

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

　

一
月
五
日（
月
）〜
三
月
三
一
日（
水
）

贈
与
税

　

二
月
二
日（
月
）〜
三
月
十
五
日（
月
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
の
人
は
、
期
間
前
で

も
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
還
付
金
を
早
く
受
け
取
る
た
め
に
は

早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
郵
送
又
は
税
務
署
の
時
間
外
収

受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
で
き

ま
す
。

こ
の
社
会　
あ
な
た
の
税
が　
い
き
て
い
る

〜
確
定
申
告
書
は
、自
分
で
書
い
て
お
早
め
に
〜
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国税庁のホームページで
申告書を作成できます
　国税庁ホームページの「所得税の

確定申告書作成コーナー」で作成（プ

リントアウト）した申告書は、税務

署に提出することができます。

【国税庁ホームページ】

http://www.nta.go.jp

所
得
税
・
事
業
税
・
住
民
税
共
同
に

よ
る
確
定
申
告
書
作
成
指
導
会

　

給
与
所
得
者
の
還
付
申
告
及
び
年
金
受
給

者
を
対
象
と
し
た
所
得
税
の
申
告
書
作
成
指

導
の
ほ
か
、
個
人
事
業
税
及
び
住
民
税
に
つ

い
て
の
相
談
を
行
い
ま
す
。
譲
渡
所
得
や
贈

与
税
の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

日
時　

二
月
六
日（
金
）

　

一
三
時
三
〇
分
〜
十
六
時

場
所　

葉
山
町
福
祉
文
化
会
館

税
理
士
会
が
行
う
小
規
模
事
業
者
等

の
た
め
の
確
定
申
告
無
料
相
談

日
時　

二
月
三
日（
火
）・
四
日（
水
）

　

九
時
三
〇
分
〜
十
六
時
（
十
二
時
〜
十
三

時
を
除
く
、
受
付
は
十
五
時
ま
で
）

場
所　

葉
山
町
福
祉
文
化
会
館

※
譲
渡
所
得
の
あ
る
人
、
相
談
内
容
が
複
雑

な
場
合
な
ど
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

鎌
倉
税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
上
旬
ま
で

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
会
場
等
へ
の
車

で
の
来
場
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

　

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一

　

内
線
二
一
二
・
二
一
三

恩
給
欠
格
者
、
引
揚
者
の
皆
さ
ん
へ

旧
軍
人
軍
属
で
恩
給
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
、

い
わ
ゆ
る
恩
給
欠
格
者
の
方

①
外
地
等
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、
加
算
年
を

含
む
在
職
年
が
三
年
以
上
の
方
及
び
在
職

年
が
加
算
年
を
含
め
て
三
年
未
満
の
方
の

う
ち
実
在
職
年
が
一
年
以
上
の
方
に
、
内

閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
・
銀
杯
を
贈
呈
し

て
い
ま
す
（
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事

業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
第
二
〇
条

第
一
項
に
定
め
る
慰
労
品
の
贈
呈
を
受
け

た
方
は
対
象
外
で
す
）。

②
内
地
勤
務
経
験
の
み
の
方
で
、
実
在
職
年

が
一
年
以
上
の
方
に
、
内
閣
総
理
大
臣
名

の
書
状
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

③
右
記
対
象
者
で
、
請
求
を
行
う
こ
と
な
く

亡
く
な
ら
れ
た
方
に
、
ご
遺
族
か
ら
の
請

求
に
応
じ
て
対
象
者
あ
て
の
内
閣
総
理
大

臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。（
請

求
期
限：

平
成
十
七
年
三
月
三
一
日
）

※
「
恩
給
欠
格
者
」
と
は
、
恩
給
法
令
で
い

う
旧
軍
人
軍
属
で
あ
っ
て
、
年
金
た
る
恩

給
を
受
給
す
る
た
め
の
最
短
在
職
年
数
に

満
た
な
い
方
及
び
旧
軍
人
軍
属
と
し
て
在

職
に
関
連
す
る
共
済
年
金
等
年
金
た
る
給

付
を
受
け
る
権
利
の
な
い
方
を
い
い
ま

す
。

終
戦
に
伴
い
、
本
邦
以
外
の
地
域
か
ら
引
揚

げ
て
こ
ら
れ
た
方

　

昭
和
四
二
年
の
引
揚
者
特
別
交
付
金
を
受

給
さ
れ
た
方
に
、
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
（
請
求
期
限：

平
成
十

七
年
三
月
三
一
日
）。

問
合
せ　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金

　

�
〇
一
二
〇－

二
三
四－

九
三
三

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.heiw

a.or.jp/

　大地震など、規模の大きな災害が発生した場合、消防・警察などの行

政機関だけで対応することは困難です。建物の倒壊による道路の寸断、

交通渋滞、通信回線の混乱などが救助活動を妨げるからです。

　災害ボランティアは、決して特別な活動ではありません。あなたも始

めてみませんか。

問合せ　消防総務課防災係　�８７６－０１４７

1月17日は防災ボランティアの日
�防災ボランティア週間　１月１５日～２１日�
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介
護
保
険
料
に
関
す
る
費
用
を
確
定
申
告
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ

　

平
成
十
五
年
中
（
一
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
一
日
）
に
お
支
払
い
た
だ
い
た
介
護
保
険

料
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
・
県
民
税
申
告
の

際
に
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
介
護
保
険
料
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」
の

対
象
と
な
り
ま
す

対
象
と
な
る
金
額　

平
成
十
五
年
中
に
納
付

し
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
額

申
告
に
必
要
な
も
の　

証
明
書
や
領
収
書
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん

※
納
付
金
額
は
、
一
月
末
頃
に
書
面
に
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※
年
金
か
ら
保
険
料
を
納
め
て
い
る
人
は
、

本
人
が
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）
は
、

左
表
の
と
お
り
「
医
療
費
控
除
」
の
対
象

と
な
り
ま
す

●
お
む
つ
代
は
、「
医
療
費
控
除
」
の
対
象
と

な
り
ま
す

　

寝
た
き
り
や
痴
呆
又
は
治
療

上
、
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
場

合
は
確
定
申
告
の
際
に
医
師
が
発

行
し
た
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と

で
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
現
在
お
む
つ
を
使
用
し
て
い

る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
か
か
り
つ

け
の
医
師
に
証
明
書
が
必
要
な
旨

を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
費
用　

平
成
十
五
年

中
に
か
か
っ
た
お
む
つ
代

申
告
に
必
要
な
も
の　

お
む
つ
使

用
証
明
書
と
領
収
書

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

け
る
の
が
二
年
目
以
降
で
、
お

む
つ
を
使
用
し
た
人
が
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、

町
が
発
行
す
る
確
認
書
に
よ
り

医
師
の
証
明
に
か
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
町
で
発
行
す
る
確

認
書
は
、
即
日
発
行
は
で
き
ま

せ
ん
）。

●
要
介
護
認
定
を
受
け
た
人
は
、「
障
害
者

控
除
」
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

障
害
者
控
除
の
対
象
は
、
一
般
的
に
は
身

体
障
害
者
手
帳
や
精
神
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人
で
す
が
、
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
人
で
も
「
年
齢
が
六
五
歳
以

上
の
者
で
、
精
神
又
は
身
体
に
障
害
が
あ

り
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
障
害
者
に
準
ず
る

と
町
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
」
は
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
定
の
手
続
き　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
場

合
は
、
福
祉
課
（
介
護
保
険
係
）
ま
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
要
介
護
認
定
訪
問
調

査
の
内
容
を
も
と
に
判
定
を
行
い
、
対
象

と
な
る
場
合
は
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
　

認
定
書
は
申
告
の
際
に
申
告
書
と
と
も

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課
�
内
線
二
三
二
・
二
三
三

施設介護サービス居宅（在宅）介護サービス

●次の施設サービス費の自己
負担額（介護費及び食費）

　①介護老人福祉施設
　　（特別養護老人ホーム）
　②介護老人保健施設
　③介護療養型医療施設

　※②③については、診療・
治療上必要な「特別室の
使用料」も対象となりま
す。

●「ケアプラン（居宅介護サービス
計画）」に基づいた次のサービス
　①訪問看護
　②訪問リハビリテーション
　③居宅療養管理指導
　④通所リハビリテーション
　⑤短期入所療養介護
　　（医療系施設のショートステイ）
●上記①～⑤のサービスと併せて利
用した場合は、次のサービスも対
象となります。
　○訪問介護（ただし生活援助を除

く）
　○訪問入浴介護
　○通所介護（デイサービス）
　○短期入所生活介護
　　（福祉系施設のショートステイ）

対象となる
サ ー ビ ス

施設の種類により異なります
　①介護老人福祉施設は
　　自己負担額の１／２
　②介護老人保健施設は
　　自己負担額の全額
　③介護療養型医療施設は
　　自己負担額の全額

居宅サービス費の自己負担額
（介護保険給付費に限る）

対象となる
費 用

介護保険施設が発行した領収
書

居宅サービス事業者が発行した領収
書

申 告 に
必要なもの

最新鋭消防自動車
導　入

　葉山町消防団第４分団（一
色地区・分団長守谷英男）に
１１月３０日、最新鋭消防ポンプ
自動車（ＣＤ－Ⅰ型）が配備
され、町民の生命、財産を守
る消防活動体制が強化されま
した。

お
知
ら
せ


